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	 ジョブカフェこうち・

	 幡多サテライト
	 	 		 	 	 	　			
四万十市にあるジョブカフェこうち・
幡多サテライトの開所曜日と開所時
間が次のとおり変更になります。

6 月まで  
開所曜日　月・水・金・土
開所時間　11 時～ 19 時

7 月から  
開所曜日　月・水・金・土・日
開所時間　13 時～ 17 時
※ 12 月 29 日～ 1 月 3 日は閉所
※できるだけ予約をしてご来所くだ
さい。

 問  ジョブカフェこうち・幡多サテ
ライト　☎ 0880-34-6860

	 	 		 	 	 　		
募
	「イベントサポーター」

	 養成講座　参加者募集!
	 	 		 	 	 	　		
出会いイベントにおいて、独身の方
をサポートし、交際・結婚へと支援
するボランティア（イベントサポー
ター）の方の養成講座を開催します。

日  時  6 月 24 日（日）
 13 時～ 16 時
 （受付開始　12 時 45 分）

場  所  四万十市立中央公民館 3 階
 小会議室Ⅱ

参加対象  県内在住、20歳以上の方
で、パソコン・携帯電話からインター
ネット・メールの利用等ができる方
参加費  無料
申込方法  必要事項（氏名、住所、

電話番号、開催場所（四万十市））
を記載し、メール、郵送、FAX のい
ずれかでお申し込みください。

締  切  6 月 19 日（火）  17 時
 申  問  こうち出会いサポートセンター

〒 780-0053　高知市駅前町 5-5　
大同生命高知ビル 2 階
☎088-821-8080/ 088-821-8100

kochike.ouen@pony.ocn.ne.jp

	 	 		 	 	 　		
	 平成30年工業統計調査

	 	 		 	 	 	　				
工業統計調査は我が国の工業の実態
を明らかにすることを目的とした統
計法に基づく報告義務がある重要な
統計です。調査結果は中小企業施策
や地域振興などの基礎資料として利
活用されます。調査時点は平成 30
年 6 月 1 日です。調査票へのご回答
をお願いします。
 問  企画課広報統計係  ☎ 63-1118

	 	 		 	 	 　		
	 モラロジー1日セミナー

	 「心新たに生きる」
	 	 		 	 	 	　				

日  時  6 月 26 日（火）
 19 時 30 分～ 21 時 30 分

場  所  宿毛文教センター 2 階
  会議室 1

講  師 (公財)モラロジー研究所　
　　　　社会教育講師
　　　　古味  美千子さん（津野町）
参加費  無料

※テキスト「心新たに生きる」をご
持参ください。

 申  問  宿毛モラロジー事務所
　　　　☎ 63-1038

	 	 		 	 	 　		
	 林業就業ガイダンス

	 	 		 	 	 	　			
林業の現場で働きたい方、林業に関
心がある方を対象に、ガイダンスを
開催します。県内の森林組合や林業
会社（約 20 事業体）が参加予定です。
仕事内容や待遇面などを直接相談で
きるいい機会ですので、ぜひ、ご参
加ください。林業未経験者歓迎です。

日  時  7月14日(土)
 13時30分～16時
 （受付締切　15 時 30 分）

場  所  四国森林管理局2階大会議室
  （高知市丸ノ内1-3-30）

申  込  不要
駐車場  有（できるだけ公共交通機

関のご利用をお願いします。）
 問  （公財）高知県山村林業振興基金　

高知県林業労働力確保支援センター　
☎ 0887-57-0366

	 	 		 	 	 　		
	 森林伐採の届け出

	 	 		 	 	 	　				
自分の山でも、森林を伐採するとき
には森林法に基づく届け出が必要で
す（森林法第 10 条の 8）。保安林の
伐採や 1 ヘクタールを超える開発行
為に伴う伐採には、許可申請などの
手続きが必要です。届出の時期は、
伐採を始める 90 日前から 30 日前
です。届出をしないで伐採した場合、
罰金（100 万円以下）に処せられる
ことがあります。
 問  産業振興課林業振興係

　　☎ 63-1117

	 	 		 	 	 　		
	 森林環境税

	 	 		 	 	 	　		
個人県民税（均等割年額）には、森
林環境税 500 円が含まれています。
森林環境税は、「森林環境の保全」
のための事業や「県民参加の森づく
り」を進めるための事業などに活用
されます。
 問  高知県林業振興・環境部林業環

境政策課　☎ 088-821-4586

	 	 		 	 	 　		
￥ 	 耐震補助金
	 	 		 	 	 	　	
高知県では、県内中小企業者が行う
耐震診断や耐震設計などに要する費
用を一部助成する補助制度を設けて
いますので、ご活用ください。
対象者  県内で製造業を営む中小企業

者であって、BCPを策定している者
対象事業  

①耐震診断
②耐震設計(建替設計を含む)

対象建築物  事務所・工場等で昭和
56 年 5 月 31 日以前に建築された
建築物であること
補助率  （限度額）

①耐震診断　2/3 以内（133.3 万円）
②耐震設計　2/3 以内（200 万円）

補助要件  耐震診断および耐震設計
の内容に関し、四国耐震診断評定委
員会等の評定を受け、適切と評価を
受けること等。
 問  高知県商工労働部商工政策課

事業推進担当　 ☎ 088-823-9692


